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7：　苦情申立窓口
あなたに対する、訪問介護サービスの、提供開始にあたり、厚生省令第37号
第8条に基づいて、当事業者が　あなたに説明すべき重要事項は次の通りです。 ご利用者ご相談窓口 ご利用時間　　　月曜日～土曜日

　　午前8時30分～午後5時00分
１：事業者 　　（但し１２月３０日～１月３日までを除く）

       事業者の名称     入浴介護センター ご利用方法  　電話 ０５６９－２４－３６１３
       事業者の所在地     愛知県半田市瑞穂町１丁目５番９
       法人種別     株式会社　 　　ＦＡＸ ０５６９－２４－３６３９
       代表者名     徳田祐治
       電話番号     ０５６９－２４－３６１３ 　　面接 場所　半田市瑞穂町１丁目５番９
       指定年月日及び指定番号  平成１３年６月２９日　　2372400354号 担当者　　三浦順子

２：ご利用事業所であわせて実施する事業 8：　その他関係機関での苦情処理相談窓口
愛知県国民健康保険団体連合会　介護福祉室 電話　052-971-4165

    愛知県知事の事業者指定番号 および市町の介護保険担当課 半田市 0569-21-3111
　　訪問入浴サービス     愛知県　　2372400354号 阿久比町 0569-48-1111
　　居宅支援サービス     愛知県　　2372400354号 武豊町 0569-72-1111
　　介護予防訪問入浴サービス     愛知県　　2372400354号
　　介護予防訪問介護サービス     愛知県　　2372400354号

9：　守秘義務　　当事業者は利用者の秘密（相談）を守り他言はいたしません。
３：職員の職種　人数及び職務内容 　　　　但し、他のサービス等を受ける場合には、利用者のご了解を得たうえで説明させて頂きます。

　管理者
サービス提供責任者 10：　注意事項　当該当サービスは、利用者と事業者の相互の信頼関係に基づいて行われるべきものと考えております。
訪問介護員 　　　したがって、何らかの理由によりこれが崩れた場合や事業者が損害をこうむると判断した場合には、

　　　事業者は、ケアマネージャーと相談の上、サービスを中止することがあります。
11：　提供するサービスの第三者評価の実施状況　　実施無し

４：営業日 （乙）　当事業者は　＊甲１に対する居宅介護サービスの提供開始にあたり　＊甲１　＊甲２に対して
  営業日    月曜日～土曜日但し12月30日～1月3日までを除く 　　サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、サービス内容及び重要事項を説明しました。
  営業日時間    午前8時30分～午後5時00分 （乙）　居宅サービス事業者
ただし、計画により営業日・時間外でのサービス提供あり 主たる事務所所在地 愛知県半田市瑞穂町１丁目５番９

名称 入浴介護センター
５：　緊急時の対応方法

利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 説明者 氏名
また緊急連絡先に連絡いたします。
　利用者の主治医 氏名 （甲）　私はサービス内容説明書及び重要事項説明書に基ずいて　（乙）からサービス内容及び

所属医療機関の名称 　　　　重要事項の説明を受け、介護予防訪問入浴介護サービスの提供を受けることに同意します。
所在地 　　　　また、秘密保持義務の規定により、ケアプラン作成・サ－ビス提供者会議等においての
電話番号 　　　　サ－ビス利用者様の個人情報やサ－ビス利用者様のご家族の個人情報を開示する事に

　協力医療機関 医療機関の名称 林　医科歯科医院 　　　　同意いたします。
院長名 林　義久
所在地 半田市中町２丁目３７番地   令和　　　　年　 　　月　 　　　日 電話番号
電話番号 ０５６９－２１－１３９９
診療科 内科・小児科・歯科 （甲　１）　利用者 住所
入院設備
緊急指定の有無 有り 氏名　　　　
契約の概要 当事業者と病院は　利用者に

異常を認めた場合　主治医に （甲　２）　利用者の家族代表 住所
連絡し不在の場合は　指定医が
緊急処置を行う 氏名　　　　

続柄
６：　通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、半田市、武豊町、阿久比町とする。

４以上（常勤換算）

訪問介護サービス　；　重要事項説明書および同意書

       事業の種類

徳田　　祐治
2人以上（介護福祉士）


